
1 

 

 

 

自然環境保全法(略称:なし)

(昭和47年法律第 85号)(公布日昭和47年6月22日)(令和7年法律第 68号による改正)(施行日令和7年 6月 l日)

e-Gov (法):h，ttps:jjlαws.e-gov.go.jpjlaw j34 7 ACO∞∞00085 
e-Gov (施行令):h廿ps:jjlaws.e-gov.go.jpjlaw j348C00000000038j(令和 6年 11月 18日施行)(令和6年政令第342号)

e-Gov (施行規則):h什ps:jjlaws.e-gov.go.jpjlaw j348M50000002062(令和7年 4月 l日施行)(令和 6年環境省令第35号)

環境省HP: https:j jwww.env.go.jpjnaturejhozenjlaw.html 
この法律では、自然環境保全調査の実施や自然環境保全基本方針の策定を規定しているこどから、生物多様性基本法ヒ並んで、生物多様性保全の根幹をなす法律

です.自然環境を保全する区域を定めていることから、自然環境の場の保全に関する法律でもあリます.「事業者」が関係する条項は第 2条の責務規定のみで、環境基

本法の基本理念にのっとった自然環境の適正な保全の責務を課しています。

〈法律の骨格〉

之の法律では、固に対して、おおむね5年ごとに自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)の実施【第4条】、

自然環境の保全を図るための自然環境保全基本方針の策定【第 12条】を課しています。

ごの法律に基づいて、原生自然環境保全地域【第 14条】、自然環境保全地域【第22条】、都道府県自然環境保全地域【第45条】、沖合海底自然環境保全地域

【第 35条の 2】が指定され、建物の新築・改築・増築、土地の形質変更、木竹の伐採・採取・植栽、動物の捕麓・殺傷などの行為が禁止・制限されます。

原生自然環境保全地域 :自然環境が人の活動によゥて影響を受けるこヒなく原生の状態を維持している地域。建物の新築・改築・増築、土地の形質変更

自然環境保全地域

は原則禁止。

特に保全が必要なときは区域内に立入制限地区が指定される。

:自然的社会的諸条件からみて自然環境を保全することが特に必要な地域。

建物の新築・改築・増築、土地の形質変更、木竹の伐採などの行為に関して、許可が必要な特別地区【第 25条】および海域特

別地区【第27条】、届出が必要な普通地区【第28条】が指定される。

さらに、野生動植物(動物の卵を含む〉の捕護・殺傷、採取、損傷を禁じる野生動植物保護地区【第27条】を指定される.

沖合海底自然環境保全地域:海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持している

地域。鉱物の採掘・調査、海底に生息・生育する動植物の捕護・採取なピは許可が必要になる。

都道府県自然環境保全地域:都道府県が指定する自然環境を保全することが特に必要な地域。特別地区、普通地区を指定できる.

条項 条文 種類

第|条 (目的) 目的

=の法律は、自然公園法(昭和 32年法律第 161号〉その他の自然環境の保全を目的とする法律と掴まって、自然環境を保全する
=ヒが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することによリ、広〈国民が自然

環境の庖沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的ヒする。
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第 2条 (園等の責務) 責務

園、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成5年法律第 ql号)第 3条から第5条解釈ょの注釈 1までに定める環境の保 (園、

全についての基本理念にのっとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。 地方公共団休

(解釈上向注釈 1)環境基本法 事業者、
第3条(環境の車沢町享受ヒ継承等)環境の保全は、環境を健全で車み豊かなものとじて維持するZヒが人聞の健康で文化的な生活に欠

国民)
〈こヒのできないものであるこヒ及び生鰭轟が微妙な均衡を保っこヒによヲT成リ立勺Tおり人類の存続の基盤である限りある環境

11'.、人聞の活動による環境への負荷によづT損なわれるおそれが生(;-rきているこヒにかんがみ、現在及び将来由世代町人聞が健
全で恵み豊かな環境の鹿沢を享受する1010もに人類の存続四基盤である環境が将来にわた勺T維持されるように適切に行われな
ければならない.

第4条(環境への負荷のう炉ない持続的発展が可能な社会的構築等〉環境町保全は、社会経溝活動その他の活動による環境への負荷量で
きる限リ低減するこヒその他的環境町保全に関する行動がすべTの者町公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるよう
になることによ勺T、健全で車み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経清司発展を図リながら持続的に発展す
ることができる社告が構築守れるこヒを旨とし、及び科学的知見町充実の下に環境町保全ょの支障が未然に防がれる=ヒを旨ヒし

T、行われなければならない.

第 5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)地球環境保全が人類共通の課題であるヒヒもに国民的健康で文化的な生活を
将来にわたヲT確保する上での課題である=ヒ及び我が国的経済社告が国際的な密接な相互依存関係の中で嘗まれτいる::10に
かんがみ、地球環境保全は、我が固の能力を生かして、及び国際社会においT我が固の占める地位に応じて、国際的協調の下に積
極的に推進されなければならない.

第 4条 (基礎調査の実施) 努力義務

固は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必 (固)

要な基礎調査を行うよう努めるものとする.

第 12条第 l項 (自然環境保全基本方針) 義務

国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針Jtいう.)を定めなければならない. (固)

第 14条第 l項 第 3章原生自然環境保全地域 権限付与

第 l節指定等 (環境大臣)

(指定)

環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によっT影響を受けるこヒなく原生の状悠を維持しTおり、かっ、政令脚ょの注釈2

で定める面積以上の面積を有する土地の区域であって、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法〈昭和 26年法律第2判明第 25条

第 l項又は第 25条町2第 1:項若しくは第2項目規定により指定守れた保安林{同条第l項後段又は第2項後段に品吋準用する開法節目条第2項の規定によ')指定された保

安樟を槍<.l田区域を除<.)のうち、当該自然環境を保全するこヒが特に必要なものを原生自然環境保全地域ヒして指定することがで

きる.

(解釈上回注釈2)施行令第 l条で、 1，000岡、ただしその周囲が海面に接t，-rいる区域は300haヒ規定.
第 17条第 l項 (行為の制限) 義務

原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をじてはならない.ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由

により特に必要ヒ認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置ヒじて行う場合は、この限リでない。

l建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること.



3 

 

2宅地を造成し、土地を開盤し、その他土地の形質を変更するこじ

3鉱物を掘採し、又は土石を採取するこヒ.

4水面を埋め立て、又は干拓すること.

5河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼきせるこじ

6木竹を伐採し、又は損傷するこじ

7木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取するこヒ.

8木竹を植栽すること.

q木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

10動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷するこじ

11動物を放っこヒ(家畜の放牧を含む.). 

12火入れ又はたき火をすること.

13廃棄物を捨て、又は放置するこじ

14屋外において物を集積し、又は貯蔵するこじ

15車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させるこヒ.

16前各号に掲げるもののほ申¥原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令解釈ょの
注釈3で定めるもの

(解釈上旬注釈3)核当する政令はない.

第 Iq条第 l項 (立入制限地区) 権限付与

環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に (環境大臣)

関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定する=とができる.

第22条第 l項 第4章自然環境保全地域 権限付与

第 l節指定等 (環境大臣)

(指定)

環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその

区域における自然環境を保全するこヒが特に必要なものを自然環境保全地域ヒして指定するこヒができる.

l高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これヒ一体ヒなっT自然環境を形成しTいる土地田区域を含む.)
でその面積が政令嗣ょの凱4で定める面積以上のもの(政令解釈ょの注釈5で定める地域にあっτI~. 政令解釈ょの凱6で定める櫓高以よ町標高田土

地の区域に限る.)

2優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(::れヒ一体ヒなって自然環境を形成vrいる土地のE域を含む.)でその面積が政令解釈上の注
釈7で定める面積以上のもの

3地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体ヒなって自然環境を形成しT
いる土地の区域でその面積が政令解釈ょの注釈8で定める面積以上のもの

4その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状鰹を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令
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解釈ょの注釈qで定める面積以上のもの

5 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物を含む自然環境が優れた状鰭を維持している海域でその面積が政

令解釈ょの醐 10で定める面積以上のもの

6 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令解胞の胡"で定める土地の区域でその区域における自然環境地叶官各号に掲げ

る区域における自然環境に相当する程度を維持しーているもののうち、その面積が政令棚上の胡 12で定める面積以上のもの

(解釈ょの注釈4)施行令第4条第 l項で、 1.000hat規定.
(解釈上回注釈5)施行令第4条第 l項で、北海道ヒ規定.
(解釈上回注釈6)施行令第4条第 l項で、800mt規定.
(解釈上回注釈7)施行令第4条第2項で、 100hat規定.
(解釈ょの注釈8)施行令第4条第3項で、 10hat規定.
(解釈ょの注釈の施行令第4条第3項で、 10hat規定.
(解釈ょの注釈 10)施行令第4条第3項で、 10haヒ規定.
(解釈ょの注釈 11)施行令第4条第3項で、「植物の自生地、野生動物町生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高〈、かつ、学術的価値を有する人エ林が相

当部分を占的る森林の区域」ヒ規定.
(解釈上向注釈 12)施行令第4条第3項で、 10haヒ規定.

第 25条第 l項 (特別地区) 権限付与

環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいT、その区域内に、特別地区を指定することができる。 (環境大臣)

第 25条第4項 特別地区内においτは、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、しTはならない.ただし、非常災害のために必要な応 義務

急措置ヒじて行う行為(中略)についTは、=の限リでない。

l第 17条第 l項第 l号から第 5号までに掲げる行為

2 木竹を伐採すること.

3環境大臣が指定する区域解胞の注釈 13内において木竹を損傷するこヒ。

4環境大臣が指定する区域解釈ょの注釈 13内においT当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に

影響を及ぼすおそれがあるものヒl-"t環境大臣が指定するもの棚上の醐 13を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと.

5環境大臣が指定する区域内においT当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼ

すおそれがあるものとしτ環境大臣が指定するもの解釈上時釈 13を放っこヒ(当該指定する動物が家畜である場合における当該家
畜である動物の放牧を含む。)。

6 環境大臣が指定する湖沼又は湿原解釈ょの注釈 13及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又は=

れらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること.

7 道路、広場、回、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域解釈上の注釈 13内において車馬若しくは動力船を使用

し、又は航空機を着陸させること。

8前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令...._t"醐 13で定めるも
!1) 

(解釈上回注釈 13)該当する条項は、施行令および施行規則にはない.

第 26条第 l項 (野生動植物保護地区〉 権限付与
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環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があるヒ認めるときは、自然環境保全地域に関する (環境大臣)

保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごヒに、野生動植物保護地区を指定することができる.

第26条第3項 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む.)を捕獲し、若しくは殺 義務

傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号解胞の醐 14に掲げる場合は、この限りでない.

(解釈上向注釈 14)引用・解説書略.
第27条第 l項 (海域特別地区} 権限付与

環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいT、その区域内に、海域特別地区を指定することができる。 (環境大臣)

第27条第3項 海域特別地区内においTは、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない.ただし、非常災害のため 義務

に必要な応急措置ヒレて行う行為又は第 l号から第3号まで、第6号及び第ワ号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うた
めに必要とされるものについては、この限りでない.

l工作物を新築し、改築し、又は増築するこじ
2海底の形質を変更すること.
3鉱物を掘採し、又は土石を採取する=ヒ。
4海面を埋め立T、又は干拓するこじ

5環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、きんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごヒに環境大臣が農林水産大臣の同
意を得T指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること.

6物を係留するこじ
7環境大臣が指定する区域解胞の注釈 15内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用するこヒ。
8前各号に掲げるもののほか、海域特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令解釈M 胡 15で定め

るもの

(解釈上旬注釈 15)骸当する条項は、施行令および施行規則にはない.
第27条第 l項 (普通地区) 義務

自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域(以下「普通地Ii[J1::_寸.)内において次に掲げる行為

をしようヒする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令解釈上の註釈 16で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手

予定日その他環境省令解胞の注釈 17で定める事項を届け出なければならない.ただし、(中略)しようどする者は、この限リでない.

|その規模が環境省令棚上の輔 18で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築する=と(改築文は増築後

においT、その規模が環境省解釈」ヒの注釈 18令で定める基準を超えるものとなる場合における改簾又は増績を含む.)。

2宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む.)の形質を変更すること。
3鉱物を掘採し、又は土石を採取すること.
4水面を埋め立T、又は干拓するこじ

5特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぽさせること.
(解釈ょの注釈 16)施行規則第26条第 l項で、「行晶町種類、場所、施行方法、着手予定日、および行為者の住所及び氏名【法人にあっては、主たる事務所の所在地

及び名称並ぴに代患者の氏名}、行晶回目的、行為地及びその付近の状況並びに行晶の完了予定日を記載した届出書を提出」ヒ規定.
(解釈ょの注釈 17)施行規則第26条第3項で、「行晶者の住所及び氏名【法人にあって凪主たる事務所の所在地及ぴ名称並びに代表者の氏名〉、行為回目的、行為地及び
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その付近白状況並びに行為の完了予定日Jt規定.
(解釈ょの注釈 18)施行規則第27条で、海面ヒそれ以外で工作物ごヒに規定.

第 35条の 2 第4章の 2沖合海底自然環境保全地域 権限付与

第|項 第 l節指定等 (環境大臣)

(指定)

環境大臣は、自然環境保全地域以外の沖合の区域(我が園町内水及び領迩〈水深ニ盲メート崎超える海蜘"u.)、排他的経済水域並びに大陸相〈排他的経河野
水域及び大聞に関する蹄棚田輔叩第2粂に規定する大陸舗をいう.)に係る海域をいう.第 35条町 S及び第 35条町 qにおいT間以)でその区域の海底の地形

若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生鰭系を含む自然環境が優れた状鰭を維持しているヒ認めるものの

うち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを沖合海底自然環境保全地域ヒし

T指定するこヒができる.

第 35条の 4 (沖合海底特別地区) 権限付与

第|項 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、沖合海底特別地区を指定することができ (環境大臣)

る.

第 35条の 4 沖合海底特別地区内においては、次に掲げる行為(以下この章及び第46条第6号におい，r特定行為」ヒいう.)は、環境大臣の許可を受けな 義務

第3項 ければ、してはならない.

l鉱物を掘採するこヒ.

2鉱物の探査を行うことであっT環境大臣が経済産業大臣の同意を得T定める方法によるもの

3 海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取するこヒであっT環境大臣が農林水産大臣の同意を得τ定める方法に
よるもの

4 前 3号に掲げるもののほか、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令酬
ょの注釈，.で定めるもの

(解釈上旬注釈 Iq)施行令第6条で、ニ酸化炭章の貯留事業に関する法律に基づいτ行う探査や鼠掘を規定.
第 35条の 5 (沖合海底特別地区に含まれない区域) 義務

第 l項 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においT特定行為をしようとする者は、あらかじ

め、環境大臣に対し、環境省令解釈上の註釈 20で定めるヒころによリ、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令

解釈ょの醐21で定める事項を届け出なければならない。

(解釈上町注釈20)施行規則第31条町7第l項で、「特定行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出曹を提出」
ヒ規定.

(解釈上町注釈 21)施行規則第 31条町 7第3項で、「特定行為をしようとする者向住所及び氏名【法人にあっτは、主たる$務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名}、
特定行為的目的、特定行為的実施場所及びその付近の状3耳、特定行為的完了予定日、特定行為的自然環境に及ぼす影響〈鉱物の錨鍵又はエ
酸化炭朱の貯留事業に闘する港律箆2条"4項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限るJ並びに特定行晶を行う海底田区域及びその周辺町海域に
おける当該特定行晶の自然環境に及ぼす影響町監視に関する計画【鉱物の掴採又陪ニ唆化炭朱の貯留事業に闘する法律第二条第四項に規定する紙調のための
海底の掘削.行う場合に限る.)Jt規定.

第45条第 l項 (都道府県自然環境保全地域の指定) 権限付与

都道府県は、条例で定めるところによリ、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺 (都道府県)
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の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定するこヒ

ができる.

第46条第 l項 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野 権限付与
生動植物保渡地区を含む.)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を青む.)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別 (都道府県)

地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む.)又は普通地区に

おける行為に関する第4章第2節解釈上の動釈22の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めるこヒができる.この場合にお

ぃτは、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
(解釈上司注釈22)第4章第2節では、自然環境保全地域的保全を規定.


